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最近の判例から 眇－融資特約－

買主との間で業務委託契約を締結した媒介

業者が、買主が協定書に違反したとして、約

定の違約金及び弁護士費用の支払いを求めた

事案において、本件協定書は、買主が信託受

益権の購入資金を用意できなかった場合には

違約金を支払う内容であり、銀行融資特約に

ついて合意の形成はないとして、違約金の請

求を認めたものの、弁護士費用については因

果関係を認めず、請求の一部を認容した事例

（東京地裁　平成23年４月14日判決　ウエス

トロージャパン）

１　事案の概要

買主Ｙは、平成21年３月ころ、Ａを介して、

宅建業者Ｘに、本件不動産買取の仲介を依頼

した。この当時、本件不動産には、Ｂを受益

者とする信託受益権（以下「本件信託受益権」

という。）が設定されていた。Ｘの担当者Ｃ

はＹの担当者Ｄに対し、本件信託受益権の取

引において、Ｂは銀行融資特約付での取引に

は応じない旨説明していた。

Ｙは、平成21年４月ころ、Ｘとの間で、本

件不動産を取得するために必要な仲介等の業

務をＸに委託する旨の契約（以下「本件委託

契約」という。）を締結した。

Ｙは、平成21年４月15日、Ｂに対し、本件

不動産を含む複数の不動産に設定された信託

受益権につき、購入意向表明書を差し入れた。

同書面には、「手持ち資金と、銀行融資にて

支払い」と記載されていたが、銀行融資特約

を定めた条項は存在しなかった。

Ｃは、平成21年５月中旬ころ、Ｄに対し、

Ｂの仲介業務をしていたＧとの間で内々に話

がついたとして、買付証明書の差し入れを要

請し、同月31日ころ、不動産信託受益権購入

意向表明書の書式をメールで送信した。

Ｄは、平成21年５月28日ころ、Ｅの税務処

理をしていたＦに対し、Ｅにおいて本件不動

産を購入する意思があるか確認したところ、

同月中に、Ｅの代表者から前向きな回答が得

られた旨返答があった。

ＤはＣに対し、本件不動産をＥに転売する

予定であることを伝えた。

Ｃ、Ｄ及びＦは、平成21年６月１日ころに

協議したが、Ｆは、Ｅとしては、銀行融資を

受けられない場合は本件不動産を購入しない

旨表明した。

上記協議終了後、Ｘ、Ｙ及びＡほか３社の

中継ぎ企業がそれぞれ記名及び押印して、協

定書（以下「本件協定書」という。）が完成

した。本件協定書について、Ｄも、Ｙの記名

及び押印をする際には、その内容を確認した。

ＣとＤは、平成21年６月２日ころ、Ｇの担

当者Ｈに面会し、不動産信託受益権購入意向

表明書を差し入れた。

Ｂは、平成21年６月４日ころ、Ｙに対し、

（東京地判　平23・4・14 ウエストロージャパン） 河内 元太郎

黙示の融資特約についての合意を否定し、違約金の
支払いは認めたが、弁護士費用と買主の債務不履行
の因果関係は否定された事例



本件信託受益権を11億円で売却することを承

諾する旨の書面を交付した。

ＢとＹは、同月９日に、本件信託受益権の

売買契約締結を予定していたが、Ｅが銀行融

資を受けられず、同契約は成立しなかった。

Ｘは、平成21年７月３日、Ｙに対し、本件

協定書第３条に記載された違約条項（以下

「本件違約条項」という。）に基づき、同月15

日までに3300万円を支払うよう請求した。

２　判決の要旨

裁判所は以下のように判示し、Ｘの請求を

一部認容した。

盧　本件協定書の解釈

本件協定書第１条④は、Ｙが銀行ローン・

企業投資家資金を利用して本件信託受益権の

購入代金の支払いをすることを認めるが、中

継ぎ企業とＸに、決済ができないことで迷惑

をかけない旨規定しており、本件違約条項は、

Ｙが本件信託受益権の購入資金を用意できな

かった場合には、Ｘに対し違約金を支払うと

するものであると解するのが相当である。

Ｙは、本件協定書第１条④は、銀行融資特

約を定めた規定であると主張するが、本件協

定書第１条④には、銀行融資が受けられな

かった場合の契約の効力については何ら触れ

られていない。同条項をもって銀行融資特約

を定めたものと解釈するのは、無理がある。

盪　銀行融資特約に関する合意の有無

Ｃは、平成21年６月１日ころには、Ｙが本

件信託受益権を購入する際の資金として、Ｅ

から受領すべき売買代金が予定されており、

かつ、Ｅとしては、銀行から融資を受けられ

ない場合には、本件不動産を購入する意思が

ないことを認識していたものと認められる。

しかし、Ｃとしては、交渉が大詰めとなっ

ていたこの段階で、Ｈに対し、銀行融資特約

に関する話をすることができるような状況に

はなかったものと認められる。

Ｃとしては、本件信託受益権の取引が成立

せずにＸに損害が生ずる可能性が顕在化して

きたために、本件協定書を取り交わすことで

これを填補しようとし、Ｄにおいても、交渉

経緯から、これを拒絶することができなかっ

た可能性が高い。ＸとＹとの間で銀行融資特

約に関する明示ないし黙示の合意が形成され

ていたとするＹの主張は採用できない。

蘯　結論

Ｘは、Ｙに対し、本件違約条項に基づく違

約金として3300万円の支払を求め、同金員に

対する平成21年７月16日から支払済みまで商

事法定利率年６分の割合による遅延損害金の

支払を求めることができる。

上記違約金の支払義務は、本件違約条項に

基づくものであり、弁護士の関与の下で訴訟

遂行することが権利行使のために必要不可欠

であったとまでは認め難いから、Ｙの債務不

履行とＸの弁護士費用の支出との間に相当因

果関係は認められない。この部分に関するＸ

の請求は理由がないから、棄却すべきである。

３　まとめ

媒介業者は買主のために融資特約を付すべ

き注意義務があったとした事例（大阪高裁

H12.5.19判決　RETIO47-61）もあるが、本

件は、宅建業者が当初から銀行融資特約付の

契約はしない旨伝えていたこと、買主が資金

計画について明らかにしたのは交渉が大詰め

となった段階だったこと等から、黙示の銀行

融資特約は否定されている。

なお、訴訟追行を弁護士に委任した場合の

弁護士費用については、事案の難易、請求額、

認容された額その他諸般の事情を斟酌して相

当と認められる額の範囲内のものに限り、相

当因果関係に立つとした事例（最高裁

H24.2.24判決）もあわせて参考とされたい。
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